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【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年4月14日(2014.4.14)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　少なくとも１つの医薬的に許容される賦形剤は、例えば希釈剤、例えばデンプン、微結
晶セルロース、リン酸二カルシウム、ラクトース、ソルビトール、マンニトール、スクロ
ース、メチルデキストリン；バインダー、例えばポビドン、ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロース、ジヒドロキシプロピルセルロース、およびナトリウムカルボキシメチルセルロ
ース；および崩壊剤、例えばクロスポビドン、ナトリウムデンプングリコレート、クロス
カルメロースナトリウム、および前記のもののいずれかの混合物から選択することができ
る。少なくとも１つの医薬的に許容される賦形剤はさらに、潤滑剤、例えばステアリン酸
マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸、グリセリルベヘネート、水素化
植物油、グリセリンフメレート、および滑り剤、例えばコロイド状二酸化ケイ素、および
これらの混合物から選択することができる。本発明のいくつかの実施態様において、少な
くとも１つの医薬的に許容される賦形剤は、微結晶セルロース、デンプン、タルク、ポビ
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ドン、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム、コロイド状二酸化ケイ素、ナトリウ
ムドデシルスルフェート、および上記のもののいずれかの混合物から選択される。本発明
の賦形剤は、顆粒内、顆粒間、またはこれらの混合であってもよい。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３９】
　本発明のいくつかの実施態様において、この組成物および／またはこの組成物中の顆粒
は、微結晶セルロースおよびデンプンを、約１：１から約１５：１の範囲の重量比におい
て含んでいてもよい。例えばこの組成物において、微結晶セルロースおよびデンプンの重
量比は、約１：１から約１５：１、例えば約１０：１であってもよく、この組成物中の顆
粒において、微結晶セルロースおよびデンプンの重量比は、約１：１から約１０：１、例
えば約５：１であってもよい。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４０】
　微結晶セルロースは、この組成物の総重量に対して、約２５から約８５重量％、例えば
約５０から約８０重量％、または約６０から約７５重量％の範囲の量で存在しうる。デン
プンは、この組成物の総重量に対して、約５から約３５重量％、例えば約５から約２５重
量％、または約５から約１０重量％の範囲の量で存在しうる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４３】
　もう１つの実施態様において、本明細書において開示された組成物は、
　（ａ）シナカルセットＨＣｌ約１０から約４０重量％；
　（ｂ）デンプン約５から約１０重量％；
　（ｃ）微結晶セルロース約４０から約７５重量％；
　（ｄ）ポビドン約１から約５重量％；および
　（ｅ）クロスポビドン約１から約１０重量％
を含んでおり、この場合、重量％は、該組成物の総重量に対してのものである。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６３】
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【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６５】
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【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６６】
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　湿潤顆粒化プロセスは、水が顆粒化流体として用いられるＰＭＡ８００Ｌ高せん断グラ
ニュレーターにおいて実施した。シナカルセットＨＣｌおよび顆粒化内（ｉｎｔｒａ－ｇ
ｒａｎｕｌａｔｉｏｎ）賦形剤（アルファー化されたデンプン、微結晶セルロース、ポビ
ドン、およびクロスポビドン）を、１から２分間、１１６±１０ｒｐｍでの羽根車速度設
定点でドライミックスし、ついで３０．０％から３６．０％ｗ／ｗ水（顆粒内ロットサイ
ズを基準にした；標的は３４．９％ｗ／ｗであった）で、１１６±１０ｒｐｍでの羽根車
速度設定点および遅いまたは速いチョッパー速度（標的は遅い速度であった）において顆
粒化を行なった。顆粒化プロセスの間、水は、９．８±０．５ｋｇ／分で送達した。


	header
	written-amendment

